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山口県後期高齢者医療広域連合特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）

は、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権

が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とした、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以

下「法」という。）第１９条の規定に基づき、山口県後期高齢者医療広域連合長

（以下「連合長」という。）が策定する特定事業主行動計画である。 

 

 

１．計画期間                                

  本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年

間とするが、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。 

 

２．対象                                

  本計画は、連合長が任命する職員を対象として策定する。 

 

３．計画の推進体制                           

(1) 組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、山口県後期高齢者

医療広域連合女性職員活躍推進委員会（以下「委員会」という。）を設置し、

本計画の策定・変更等について協議を行う。 

   委員会は、山口県後期高齢者医療広域連合事務局（以下「本広域連合」と

いう。）の意思決定機関である事務局連絡調整会議の構成員をもって構成す

る。 

(2) 委員会の事務局は、総務課とする。 

(3) 女性職員の活躍推進を支援するための相談・情報提供等を行う窓口を、総

務課に設置する。 

 



 

４．計画の実施状況の公表                        

  山口県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例（平成１９年山口県後期高齢者医療広域連合条例第２３号）に基づいて実

施する「人事行政の運営等の状況の公表」の中で、年１回、本計画の推進状況

を公表する。 

 

５．本広域連合の状況                          

(1) 職員の任用の状況（令和７年４月１日現在） 

   本広域連合の常勤職員等は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２

５２条の１７の規定に基づき県内の市町から派遣される職員で構成される

ため、常勤職員等の採用は行っていない。 

ただし、会計年度任用職員については、本広域連合の直接採用である。 

 

区 分 職員数 うち女性職員数 女性職員の割合 

常勤職員等 ２６名 １１名 ４２．３％ 

会計年度 

任用職員 
５名 ５名 １００．０％ 

合 計 ３１名 １６名 ５１．６％ 

(2) 採用した会計年度任用職員に占める女性職員の割合 

   令和７年度の会計年度任用職員採用においては、応募者９名のうち女性

８名で、採用者５名はすべて女性であった。 

(3) セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

  令和元年度にハラスメント防止等に関する要綱を整備し、相談・情報提供

等を行う窓口を設置した。 

 (4) 時間外勤務の状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

   正職員の時間外勤務時間の合計は１，７３５時間であったが、臨時職員等

の時間外勤務は発生しなかった。 

 



 

正職員 

対象者数 

うち 

女性職員数 

時間外 

勤務時間 

うち女性職員

の時間外勤務

時間 

うち女性職員

の時間外勤務

時間の割合 

（参考） 

一人当たり 

平均時間外勤務

時間/月 

２３名 １０名 １，７３５時間 ６０４時間 ３４．８％ ６．３時間 

 (5) 育児休業取得状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

   育児休業の取得対象は正職員のみであり、対象となる者（３歳に達する日

までの子を養育する者）はいなかった。 

 

正職員対象者数 うち女性職員数 育児休業取得者数 うち女性職員数 

０名 ０名 ０名 ０名 

(6) 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得状況 

（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

   男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得対象は正職

員のみであり、対象となる者はいなかった。 

(7) 子の看護休暇の取得状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

   子の看護休暇の取得対象は正職員及び臨時職員等であり、対象となる者

（中学校就学の始期に達するまでの子を養育する者）５名のうち２名の職

員が取得した。 

 

正職員 

対象者数 

うち 

女性職員数 

子の看護休暇

取得者数 

うち 

女性職員数 

子の看護休暇取

得時間 

うち女性職

員取得時間 

５名 １名 ２名 １名 ３１時間１５分 ４時間 

(8) 年次有給休暇取得率（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日） 

   年次有給休暇の取得対象は正職員及び臨時職員等であり、平均取得日数

は１１日、５日以上取得率は１００％であった。 



 

 

区 分 平均取得日数 
うち女性職員の

平均取得日数 

５日以上 

取得率 

うち女性職員の 

５日以上取得率 

正職員 １０日 １２日 １００．０％ １００．０％ 

臨時職員等 １１日 １１日 １００．０％ １００．０％ 

全 体 １１日 １１日 １００．０％ １００．０％ 

※ 前年繰越分を除く。 

 

６．女性の活躍推進に向けた数値目標と具体的取組み             

  本広域連合の現状を分析した結果、職員が働きやすい環境は、概ね構築でき

ているものと考えられる。 

今後、より一層、職員一人ひとりのワークライフバランスの推進に積極的に

取り組み、働きやすい職場づくりに努めることとする。 

また、女性をはじめとした、すべての職員の活躍の推進を図るための数値目

標の設定と具体的な取組み内容は、次のとおりとする。 

 

(1) 時間外勤務時間の削減 

  ① 目標 

    全職員の時間外勤務時間数について、令和６年度実績より１０％削減

し、１，５６１時間とする。 

  ② 目標達成のための具体的な取組み内容 

・ワークライフバランスの確保のため、限られた時間を効果的に活用で

きるよう事務の簡素化や効率化を図るとともに、業務の分担や配置を

柔軟に見直すことで各職員の業務量の平準化に努める。 

・適切な時間外勤務命令を行うため、計画的な業務進捗管理に努める。 

 

 時間外勤務時間 
うち女性職員の 

時間外勤務時間 

一人当たり平均 

時間外勤務時間/月 

現 状 

（令和６年度） 
１，７３５時間 ６０４時間 ６．３時間 

目 標 

（令和１２年度） 
１，５６１時間 ５４３時間 ５時間 

削減時間 １７４時間 ６１時間 １．３時間 

 



 

(2) 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得促進 

  ① 目標 

    取得対象となる職員は、５日以上取得する。 

  ② 目標達成のための具体的な取組み内容 

・男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の周知、及び取

得対象となる職員の所属部署において業務の調整を行うことで休暇の

取得を促進し、男性の家庭生活（家事及び育児等）参加の機会を増加さ

せる。 

 

(3) 子の看護休暇の取得促進 

  ① 目標 

    取得対象となる職員は、１日以上取得する。 

  ② 目標達成のための具体的な取組み内容 

・子の看護休暇の周知、及び取得対象となる職員の所属部署において業

務の調整を行うことで休暇の取得を促進し、男性の子育て参加と女性

が活躍できる機会を増加させる。 

 

 子の看護休暇の取得率 うち女性職員の取得率 

現 状 

（令和６年度） 
４０．０％ １００．０％ 

目 標 

（令和１２年度） 
１００．０％ １００．０％ 

向上させる取得率 ６０．０％ ― 

 

 (4) その他の取組み 

   他の広域連合、構成市町及び関係団体と連携し、効果的かつ効率的な業務

執行に必要な研修機会の増大に努め、職員の能力を高める。 


